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１| 補助金・助成金の基礎知識 
 

 

 

 

資金調達や人材育成、設備投資などの局面で補助金・助成金を戦略的に活用することは、

企業の成長力と安定性を高めるための重要な手段となります。 

しかし、制度の複雑さや申請要件の多様性から、十分に活かし切れていない企業も少な

くありません。そこで本レポートでは、実務に役立つ補助金・助成金の知識と活用ポイン

トについて解説します。 

 

 

補助金・助成金は、国や自治体が政策目的の達成に向けて企業活動を後押しするために

設けられた公的支援制度です。 

設備投資の促進、人材育成や働き方改革の推進、研究開発や新規事業の創出、地域経済

の活性化など、幅広い分野での活用が可能です。 

特に中小企業にとっては、自己資金や金融機関からの借入に依存せずに資金を確保でき

る点で、経営の安定性や挑戦の後押しにつながる重要な資金調達手段といえます。 

一方で、補助金・助成金は返済不要である反面、採択要件や実績報告などの手続きが求

められるため、計画性と正確な対応が必須となります。 

とはいえ、企業にとっては単なる資金支援ではなく、国や自治体が掲げる政策方向に沿

った取組を進めるうえでの契機ともなり、経営課題の解決や新たな成長戦略の実現につな

がる「制度的インセンティブ」として位置づけられます。 

したがって、補助金・助成金を自社戦略にどう組み込むかが、今後の企業成長における

重要なポイントといえるでしょう。 

 

 

令和７年度は、中小企業・小規模事業者を対象に、新たな成長支援策や働き方改革支援、

技術導入促進などを重視した助成・補助金制度が多数整備されている点が特徴です。 

まず注目すべきは、「中小企業新事業進出補助金」と「中小企業成長加速化補助金」とい

う二つの新規制度の創設です。 

「新事業進出補助金」は「事業再構築補助金」の後継と位置づけられ、新製品やサービ

ス開発、外部専門家活用など広範な経費を支援し、従業員規模に応じて補助金が支給され

ます。「成長加速化補助金」は、売上100億円規模を目指す大規模投資に対し支援する制度

です。 

１│補助金・助成金の位置づけ     
 

２│成長支援と働き方改革推進をはかる令和７年度の補助金・助成金     
特徴 
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産業基盤を支える既存補助制度にも変更・拡充が見られます。たとえば「ものづくり補

助金」「IT導入補助金」「小規模事業者持続化補助金」など主要５制度では、上限金額や補

助率、対象経費面で柔軟性が向上し、幅広い事業者のニーズに対応したものとなっています。 

さらに、令和７年度からは「中小企業省力化投資補助金（一般型）」が新設され、オーダ

ーメイドの省力化設備導入が可能となりました。 

補助上限額は、従業員規模に応じて最大１億円、補助率は中小企業1/2、小規模再生事業

者2/3（大幅賃上げ特例適用時）となっており、活用できれば大きな資金調達源となります。 

一方、助成金分野では、「業務改善助成金」が賃上げ要件のもとで最大600万円に拡充さ

れたほか、「働き方改革推進支援助成金」なども対象範囲の拡大や条件変更により活用しや

すさが向上しています。 

総じて、令和７年度は成長戦略と現場改善、賃金・働き方改革の促進を軸とした支援制

度の強化が顕著であり、中小企業の幅広い課題解決・投資促進につながる制度が拡充され

ています。 

 

 

中小企業が補助金・助成金を十分に活用できない大きな要因は、制度情報へのアクセス

不足にあります。 

実は、補助金・助成金は数多く存在し、それぞれ公募時期や対象要件が異なるため、日

常業務に追われる経営者はついつい情報収集が後手に回りがちです。 

さらに、制度名や募集要項が専門的で理解しづらく、自社に適合するか判断しにくいこ

とも障壁となっています。その結果、申請機会を逃すケースも少なくありません。 

しかし、制度をうまく活用することにより、以下に示したような大きなメリットが期待

できます。 

 

①資金調達の補完 

 金融機関借入に依存せず、返済不要の資金を確保できる。 

②設備投資・人材育成の促進 

 最新機器導入や社員研修を実現しやすく、生産性向上につながる。 

③新規事業・研究開発の後押し 

 リスクの高い挑戦を公的支援で下支えし、事業拡大の機会を得られる。 

④経営改善・働き方改革の推進 

 助成金を通じて賃上げや労働環境整備が進み、組織力が高まる。 

⑤信用力・取引先からの評価向上 

 国や自治体に認められた計画であることが、企業の信頼性向上につながる。 

３│補助金・助成金の活用メリット     
特徴 
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補助金の採択率を高め、導入後も確実に成果を出すためには、外部専門家との連携が欠

かせません。特に中小企業の場合、自社だけで完結しようとすると「制度の読み違い」「計

画の甘さ」「事務処理の煩雑さ」によって申請を断念したり、不採択や返還リスクを招くこ

とも少なくありません。これらを回避するためにも、下のような専門知識を有する関係者

との連携が鍵となります。 

 

（１）金融機関 

●事業性評価・資金計画の妥当性に対する助言  

●補助金申請を起点に、事業資金との組み合わせによる「投資戦略」の最適化  

●審査側から見た信頼性の向上（金融機関の関与は加点要素になるケースも）  

 

（２）認定経営革新等支援機関（※）・商工会議所などの支援機関 

●事業計画書作成・資金繰り計画・KPI設計などの専門的支援  

●「申請から実行・報告までの一貫した支援体制」づくり  

●採択実績や制度理解をもとに、申請の妥当性を第三者視点で確認 

●制度適合性の確認：申請要件のチェックや不備防止 

●一部の補助金では、認定支援機関の関与が加点対象や必須要件 

●採択後の伴走支援などを継続支援 

※認定経営革新等支援機関とは  

認定経営革新等支援機関（通称：認定支援機関）は、中小企業の経営課題解決や事業計画策定を専

門的にサポートする公的な認定機関です。中小企業庁が定める要件を満たした税理士、公認会計士、

中小企業診断士、金融機関、商工会議所などが対象となります。認定支援機関は、「申請書を通すため

の助言者」であると同時に、「採択後の成果創出を支える伴走者」でもあります。 

外部専門家の中でも、制度理解と実務経験を兼ね備えた存在として、補助金活用の成否を左右する

重要なパートナーといえます。 

 

（３）税理士 

●収益計画や付加価値計算の整合性を担保  

●補助金による税務上の影響（課税・消費税・交付時期の処理など）への対応  

●期中モニタリングや実績報告への支援 

４│補助金・助成金の活用の成功ポイント     
特徴 
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小規模事業者持続化補助金は、商工会議所・商工会の支援を受けながら小規模事業者が

自社の経営計画を策定し、その計画に基づき販路開拓や業務効率化に取り組む際の経費を

補助する制度です。目的は、地域の小規模事業者が自らの強みを活かし、売上拡大や持続

的発展を実現できるよう支援することにあります。 

対象となるのは常時使用する従業員数が商業・サービス業で５人以下、製造業その他で

20人以下の小規模事業者や個人事業主であり、広告宣伝、ウェブサイト作成、店舗改装、

設備導入など幅広い取組に活用できます。 

 

■小規模事業者持続化補助金の概要 

 

中小企業庁:小規模事業者持続化補助金の要点（2025 年） 

 

 

ものづくり補助金（正式名称：ものづくり・商業・サービス補助金）は、中小企業・小規

模事業者が革新的な製品・サービス開発や生産プロセス改善を行うための設備投資等を支

援する制度です。 

目的は、生産性向上や新事業展開を促し、競争力強化や経済成長に貢献することにあり

ます。対象は、独自の技術やアイデアを活かし付加価値向上を目指す中小企業・小規模事

業者で、補助対象経費には機械装置費、システム構築費、技術導入費などが含まれます。

補助率は中小企業で1/2、小規模事業者や一定要件を満たす場合は2/3となります。 

１│小規模事業者持続化補助金     
 

２│ものづくり補助金     
 

２| 令和７年度に活用できる主な補助金制度 
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大幅な賃上げ（※１）に取り組む事業者は、補助上限額が100～1,000万円上乗せされま

す。また、最低賃金の引き上げ（※２）に取り組む事業者には、補助率が2/3に引き上げら

れます。 

 

※１ 大幅な賃上げ 

①給与支給総額の年平均成長率+6.0％以上増加 

②事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準 

※２ 最低賃金の引き上げに取り組む事業者 

指定する一定期間において、３か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が

全従業員数の30％以上いる事業者 

 

■ものづくり補助金の概要 

 

 

 

中小企業省力化投資補助金は、経済産業省と中小企業庁が中小企業の生産性向上と賃上

げを支援するために設けた制度です。人手不足の解消や業務効率化を目的とし、IoTやロボ

ットなどの汎用省力化設備の導入に対する経費の一部を補助します。 

この補助金には、以下に示したように「カタログ注文型」と「一般型」の２つのタイプ

があります。 

補助金の公募は随時行われており、企業は迅速に省力化設備を導入し、労働生産性の向

上や賃上げに繋げることが可能となっています。  

３│中小企業省力化投資補助金     
 

中小機構:補助金活用
ナビ 
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【カタログ注文型】 

事前に登録された汎用製品をカタログから選択し、最大1,500万円まで補助されます。 

【一般型】 

業務プロセスの自動化や高度化、ロボット生産プロセスの改善、デジタルトランスフォーメー

ション（DX）など、企業の個別の現場に合わせた設備導入やシステム構築等の多様な省力化投

資を支援します。 

 

■カタログ注文型と一般型の違い 

 カタログ注文型 一般型 

投資内容 簡易で即効性がある省力化投資 オーダーメイド性のある多様な省力化投資 

補助対象 
カタログに掲載された 

省力化効果のある汎用製品 
個別現場の設備や事業内容に 

合わせた設備導入・システム構築 

補助上限 最大1,500万円 最大１億円 

申請機会 随時可能 公募回制 

審査基準 省力化指数 
省力化指数、付加価値増加率、 
投資効率（事業計画の効率性）、 

オーダーメイド性 

申請方法 販売事業者と共同申請 補助事業者が申請 

対象経費 製品本体価格、導入経費 

機械装置・システム構築費（必須）、 
技術導入費、専門家経費、 

運搬費、クラウドサービス利用費、 
外注費、知的財産権等関連経費 

 

■一般型補助率上限 

 

 

■カタログ型補助率上限 

 
上・中・下とも 全国中小企業団体中央会:中小企業省力化投資補助金 
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業務改善助成金は、企業の生産性向上を目的として、設備投資やコンサルティングの導

入、人材育成・教育訓練を実施し、かつ事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合

にその費用の一部を助成する制度です。 

本助成金を活用することで、企業は従業員の賃金を向上させながら、業務効率化や競争

力の強化を図ることができます。 

令和７年９月から対象事業所を事業場内最低賃金額「改定後の地域別最低賃金未満まで」

に拡充されます。 

 

■業務改善助成金活用のポイント 

●賃上げと設備投資等を含む生産性向上に資する計画の作成が必要 

●中小企業が利用可能 

●助成額は、賃金の引上げ額、引上げ労働者数等によって決定 

●交付決定を受けた後に設備投資等を行う 

 

■助成上限額 

 

 

 

 

（厚生労働省：「賃上げ支援助成金パッケージ」 

       リーフレットより） 

 

 

パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げが対象です。企業が従業員の

雇用安定や処遇改善に取り組む際の費用を支援します。 

主なコースに、賃金規定等の改定、正社員化、賞与・退職金制度の導入、社会保険適用

時の処遇改善などがあります。助成金の申請には、事前にキャリアアップ計画の提出が必

要となります。ここでは活用メリットの大きい２つのコースを紹介します。  

賃上げコース区分 助成上限額 

30円コース 30～130万円 

45円コース 45～180万円 

60円コース 60～300万円 

90円コース 90～600万円 

１│業務改善助成金     
 

２│キャリアアップ助成金     
 

３| 令和７年度に活用できる主な助成金制度 
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（１）賃金規定等改定コース 

賃金規定等改定コースは、非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定

し、その規定を適用させた場合に助成されます。 

 

■賃金規定等改定コース活用のポイント 

●賃金規定等の増額改定に関するキャリアアップ計画の作成が必要 

●中小企業、大企業どちらも利用可能 

●原則、事業所内全ての非正規雇用労働者の賃金規定等を改定する必要あり 

●改定にあたり職務評価を活用した場合、昇給制度を新たに規定した場合は助成額を加算 

 

■助成上限額 

非正規雇用労働者の賃上げ率の区分 助成額（１人当たり） 

３％以上４％未満の場合 ４万円(2.6万円) 

４％以上５％未満の場合 ５万円(3.3万円) 

５％以上６％未満の場合 6.5万円(4.3万円) 

６％以上の場合 ７万円(4.6万円) 

(※)括弧内の金額は、大企業の場合の助成額。１年度１事業所あたりの支給申請上限人数は 100 人 

 

（２）正社員化コース 

正社員化コースは、就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に

基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成されます。 

 

■正社員化コース活用のポイント 

●非正規社員の正社員転換を計画的に実施 

●賃金や労働条件の改善を同時に行う 

●複数社員の同時正社員化も可能（１年度１事業所当たりの支給申請上限20名） 

●既存制度（例：人材開発支援助成金や業務改善助成金）との併用でメリットが最大化 

 

■助成上限額 

  

厚生労働省： 

「賃上げ支援助成金パッケージ」 

リーフレットより 
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※支援対象事業者 

a～cのいずれかに該当する者を指します 

a：雇入れから３年以上の有期雇用労働者 

b：雇入れから３年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者 

①過去５年間に正規雇用労働者であった期間が合計１年以下 

②過去１年間に正規雇用労働者として雇用されていない 

c：派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者 

 

 

人材開発支援助成金は、中小企業・小規模事業者が従業員の技能向上やキャリア形成を

目的に、計画的な研修・教育訓練を実施する際、その費用の一部を助成する制度です。 

対象は、有期・無期契約社員を含む従業員で、助成対象経費には外部研修費、講師費、

教材費、研修時間中の賃金などが含まれます。この助成金を活用することで、従業員の能

力向上や定着率改善を目指します。 

 

■人材開発支援助成金活用のポイント 

●職業訓練実施計画を作成し、訓練開始前に労働局への提出が必要。計画に沿って訓練を実施した

後、申請 

●10時間以上のOFF-JTによる訓練等が対象 

●中小企業、大企業どちらも利用可能 

●助成額は、訓練内容、企業規模により決定 

 

■助成上限額 

区分（※） 賃上げした場合の助成率・額 

①賃金助成額 
労働者１人１時間あたり 

500円・1000円 

②経費助成率 

訓練経費の45％～100％ 

※制度導入に係る助成の場合は、 

24万円・36万円 

③OJT実施助成額 
１人１コースあたり 

12万円～25万円 

※訓練コース・メニューによって上記区分①～③のいずれが支給されるか異なります（①～③全てが支給 

される場合もあれば②のみとなる場合もあります） 

  

３│人材開発支援助成金     
 

厚生労働省： 

「賃上げ支援助成金パッケージ」 

リーフレットより 
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Ａ社の 

企業概要 

業  種：精密機械部品製造業 

資 本 金：5,000万円      従業員数：30名 

設立年度：2005年        所 在 地：東京都 

 

Ａ社は、従来の手作業中心の生産ラインでの人手不足が深刻化しており、品質維持と生

産性向上の両立が課題となっていました。 

特に熟練作業者への依存度が高く、欠員発生時の生産遅延リスクが大きいことに加え、

生産効率が低いために、残業による人件費が増加していたことも問題となっていました。 

そこで、補助金活用による設備投資で課題解決を図ることを決断、具体的には省力化ロ

ボットの導入による自動化ラインの構築、作業マニュアル整備、および従業員への操作研

修を実施し、生産性向上を実現することができました。 

今回の補助金を活用した効果については、以下のとおりです。 

 

■活用した補助金と活用効果 

補助金 中小企業省力化投資補助金 

補助金の 

概要 

・「生産・業務プロセス等の効率化（省力化）」が目的 

・基本要件…「労働生産性」の年平均成長率は４％以上の増加 

活用効果 

●ロボット導入により作業効率が約25％向上 

●欠員リスクを軽減 

●従業員の作業負荷も低減 

●残業時間が 30％削減 

 

 

Ｂ社の 

企業概要 

業  種：食品小売業 

資 本 金：1,000万円      従業員数：８名 

設立年度：2015年        所 在 地：愛知県 

 

Ｂ社は、販路が地域限定で、店舗販売だけでは売上が頭打ちとなり、集客力が不足して

１│生産ラインの自動化による生産性向上と人手不足対応したＡ社     
 

２│ECサイト構築による販路を拡大させたＢ社     
 

４| 補助金・助成金の活用事例とその効果 



生産性向上や人材育成に役立つ 補助金・助成金の活用ポイント 

                          企業版情報レポート 

 
11 

いました。そのためECサイトの構築を考えたものの、自己資金だけでカバーできないこと

がネックとなっていました。 

そこで、地元の商工会議所に相談し、補助金制度があることを紹介され、小規模事業者

持続化補助金を活用することを決めました。この補助金申請時に販路開拓計画と広告宣伝

計画を策定。サイト制作会社との契約、商品撮影、決済システム導入まで一連のプロジェ

クトを補助金活用で実施しました。その活用効果は以下のとおりです。 

 

■活用した補助金と活用効果 

補助金 小規模事業者持続化補助金 

補助金の 

概要 

・小規模事業者が販路開拓や生産性向上を目的として行う取組を支援 

・顧客獲得や売上向上を目指した広告宣伝、EC サイト構築、店舗改装、業務効率

化のための設備導入などに活用 

活用効果 

●オンライン販売開始により売上が前年比30％増加 

●新規顧客が前年比20％増加 

●販売エリアが広がり販路多角化が実現 

 

 

Ｃ社の 

企業概要 

業  種：介護サービス業 

資 本 金：2,000万円      従業員数：15名 

設立年度：2010年        所 在 地：大阪府 

 

Ｃ社は、スタッフの離職が相次ぎ、介護サービスの質低下が問題になっていました。社

員の資格取得率は低く、業務知識・技術にもばらつきがあり、トラブルや事故も発生する

といった課題も抱えていました。さらには、スタッフのモチベーションも低下しており、

その向上策の必要性にも迫られていました。 

そこで顧問税理士にこのような現状を相談したところ、研修に活用できる助成金制度が

あることを紹介され、同社では、従業員のスキル向上と定着率の改善を狙い、人材開発支

援助成金の活用を決定。外部研修や資格取得支援の研修計画を策定し、助成金を申請して

大きな効果が得られました。 

 

■活用した補助金と活用効果 

補助金 人材開発支援助成金 

補助金の 

概要 

職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿

って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する 

３│介護スタッフのスキル向上と離職防止を実現したＣ社     
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活用効果 

●介護研修の実施で資格取得率が向上 

●スタッフ定着率が前年より20％改善 

●サービス品質向上し、利用者からの評価が高まった 

 

 

Ｄ社の 

企業概要 

業  種：金属部品製造業 

資 本 金：3,000万円      従業員数：20名 

設立年度：2005年        所 在 地：北海道 

 

金属部品製造業を営むＤ社は、近年、取引先からの短納期要請や多品種少量生産への対

応が求められ、生産現場の負荷が高まり、納期遅延やミスの発生が増えて、業績に影響し

始めていました。 

そこで同社は、「ものづくり補助金」を活用し、最新CNC加工機を導入。加えて、工程管

理ソフトを併用することで、作業の可視化・標準化も同時に図りました。その結果、１人

当たりの生産性は約30％向上し、納期遵守率も95％を達成。さらには、対応力が評価され

て新規受注も増加し、導入から１年ほどで売上は約1.5倍に伸長しました。 

 

■活用した補助金と活用効果 

補助金 ものづくり補助金 

補助金の 

概要 

新しい製品やサービスの開発、海外への販路拡大などに取り組むための設備投資

を支援 

活用効果 

●１人当たりの生産性は約30％向上 

●納期遵守率は95％超え 

●導入から１年で売上は約 1.5倍に伸長 

 

補助金は、国や自治体の政策目標に合わせて、さまざまな分野で募集されており、事業

者の取組をサポートするために資金の一部を給付するというものです。 

融資などとは異なり、資金を返済する必要はありませんが、受給するには審査があり、

「申請したら必ずもらえる」というものではありません。補助の有無や金額は「事前の審

査」と「事後の検査」によって決まります。また、原則、補助金は後払いなので、事業の実

施後に必要書類を提出して検査を受けた後、受け取ることができます。 

まずはそれぞれの補助金の「目的・趣旨」を確認し、自分の事業とマッチする補助金を

見つけましょう。 

補助金・助成金制度は、活用できると自社の生産性向上、業務改善、人材育成など幅広

い活用メリットが期待できます。本レポートが貴社の参考になれば幸いです。  

４│補助金で売上1.5倍に！設備投資で業務効率化が実現したＤ社     
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■参考資料 

中小企業と個人事業主の補助金・助成金がよくわかる』（植村 裕加著、秀和システム） 

『すごい補助金＆助成金のもらい方』（石渡 浩・宗像 瞳著、陽だまり出版） 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構：中小機構補助金活用ナビ 

中小企業庁：中小企業向け補助金・総合支援サイト ミラサポPLUS 
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